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開 設 日  開設時間 開設場所 

３月 3０日（月）～４月３日（金）の平日５日間 8:30～17:15 
市役所本庁舎１階 
総合案内前 

回

覧 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / 

                 

 3 月下旬までにお手元に届かない場合は、お住まいの町内

会又は鹿屋市生活環境課へお問合せください。 

 市役所本庁や、各総合支所、各出張所、各学習センター等

でも３月下旬から受け取ることができます。 

 鹿屋市のホームページからも確認することができます。ま

た、スマートフォンアプリ「かのやライフ」や鹿屋市の

LINE 公式アカウントでも確認することができます。 

デザイン・内容等は 

変更になる場合があります。 鹿屋市公式ライン二次元コード ラインの機能紹介 

 

鹿屋市のごみ分別方法や「ごみの出し方」について、説明を行います。 
また、ごみ分別一覧表やごみ分別収集カレンダーなども配布します。 

 

・狂犬病予防法により、犬の飼い主には生後 91 日以上の犬を登録し、毎年１回 

(４月～６月)の狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。 

・犬の登録や狂犬病予防注射を行わないと、20 万円以下の罰金が科せられる場合 

があります。 

・狂犬病の発生と蔓延防止のため、狂犬病予防注射を受けさせましょう。 

 

 

令和８年度春の狂犬病予防集合注射の通知は、４月中旬に発送します。 

裏面もご覧ください。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
◎家電リサイクル法とは 

 資源の有効利用を目的に、使われなくなった家電製品を適切に処理するための法律です。 

生活環境課では、３つの出前講座を行っています。町内会、高齢者学級、少人数のグループで
も構いませんので、お気軽にお申し込みください。 

詳しくは、市役所５階 生活環境課 電話 0994-31-1115 までお問合せください。 

●ごみ減量とリサイクルについて 
ごみの分別・排出について、リサイクルに関すること 

●“かんきょう”にやさしい暮らしについて 
   鹿屋市の水環境について、ウミガメについて 

●地球温暖化について 
   地球温暖化・省エネについて 

（衛自連だよりはスマートフォンアプリ「かのやライフ」や、鹿屋市

のホームページからも確認することができます。） 

鹿屋市からの広報 ⇒ 回覧文書（市ＨＰへ） ⇒ 回覧文書ＰＤＦ 

処分法①・家電を買ったお店か買い替えるときに、リサイクル料金とお店の収集運搬料金を支払う。 

処分法②・家電回収協力店に引き取りを依頼する。 

ケーズデンキ 鹿屋店 0994-40-0120 鹿屋市旭原町 3591 番 16 

ヤマダ電機 テックランド鹿屋店 0994-42-7231 鹿屋市札元 2 丁目 3656 番地１ 

有限会社 マルジン 0994-43-0110 鹿屋市大浦町 13451 番地 1 

処分法③・廃棄する家電品のメーカーを調べた上、郵便局でリサイクル料金を振り込み、リサイクル券を受け

取る。リサイクル券をそえて、以下の取引場所に持ち込む。 

持増産業（株） 0994-45-2690 鹿屋市上高隈町 470 

久留米運送（株）鹿屋店 0994-52-2891 鹿屋市永野田町 750‐17 

リサイクル料金は、各メーカーによって異なります。詳細は家電リサイクル券センターでご確認ください。 

家電リサイクル券センター 0120-319-640 03-5249-3455（有料） 

 

家電リサイクル対象品 

冷蔵庫 テレビ 洗濯機・乾燥機 エアコン 

家庭ごみ の処分に「無許 可の回収 業者」を利用しないでください 


